




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅹ 学科試験 
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学科試験 

 

 

１．学科試験の実施体制 
(1) 学科試験は、首席航空従事者試験官の統括のもとに本省と地方航空局が協力

して実施する。 

(2) 学科試験問題は、本省及び地方航空局で作成する。 

(3) 学科試験を実施するための試験場の設営等の準備は CBT 化した資格(科目)

については請負事業者が行い、CBT 化していない資格（科目）については本省

主体で行う。 

(4) 学科試験の立会いは、CBT 化した資格（科目）については請負事業者の会場

監督官が行い、CBT 化していない資格（科目）については原則として航空従事

者試験官を主に関係者の協力を得て行う。 

 

２．学科試験の期日場所等                   

  学科試験は、原則として年６回実施するものとし、実施にあたってはその都度、

HP 等で公表する。 

 

 

 

 

実施時期 

 

実施場所 

 

実施資格等 

 

5 月期又 6月期 
9 月期 
11 月期 
1 月期 
 
 

 

 
CBT 事業者にて予約可能な会場 
 
 
 

 

CBT 化した全資格 
※CBT 化しない資格（科目）
については、下記参照 

 

７月期 
及び 
３月期 
 
 
 
 

 
CBT 事業者にて予約可能な会場 
 
および 
 
東京 
 

CBT 化した全資格 

※CBT 化しない資格（科目）

については、下記参照 

および 

CBT 化しない資格（科目） 
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CBT 化しない資格（科目）による学科試験については、当面の間、以下の各実

施時期における実施資格（科目）等について、(1)、(2)、(3)及び(4)のとおり実

施するものとする。 

(1) 実施期日、時間については、日本語による学科試験期間内の 1 日とする。 

(2) 実施場所については、東京会場に限定して実施する。 

(3) CBT 化しない資格（科目）の受験を希望する場合は、東京・大阪航空局への学

科試験申請とは別に、「CBT 化しない資格（科目）試験実施依頼書」を試験実施

予定日の約 2 か月前までに航空局（霞ヶ関）へ提出すること。 

(4) CBT 化しない資格（科目）による学科試験については、別途当局及び CBT 事業

者等の HP において当該学科試験の受験者が行う必要がある事前手続き及び試験

の流れ等を確認すること。 

 

・7 月期及び 3月期    

定期運送用操縦士（飛行船） 

事業用操縦士（滑空機）(外切において 法規 を英文受験する場合に限る） 

事業用操縦士（飛行船） 

自家用操縦士（滑空機）(外切において 法規 を英文受験する場合に限る） 

自家用操縦士（飛行船） 

一等航空士 

二等航空士 

航空機関士 

操縦教育証明(外切において 操縦教育一般 を英文受験する場合 に限る） 

運航管理者(外切において 法規 を英文受験する場合に限る） 

一等航空整備士（飛行機、回転翼航空機）(機体、タービン発動機、電子装備品を英

文受験する場合に限る） 

二等航空整備士（飛行船） 

二等航空運航整備士（飛行船） 

航空工場整備士（ピストン発動機関係・プロペラ関係） 
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３．学科試験の実施 

(1)  受験申請受理通知書の作成、送付 

  地方航空局は､「受験申請受理通知書」を作成し、試験期間開始日の約 3 日

前に受験者に発送する。 

   

(2)  受験者の心得 

  受験申請受理通知書に記載する受験者の心得は次のとおりとする。 

(ｱ) 初めて学科試験を受験する者、初回受験時に 1 回の試験期において全科目

について『 CBT 受験科目の予約』（以下科目予約）・『主催団体へ受験資格

の申請（ 航空法施行規則第 19 号様式による申請 ）』（以下申請）・『会

場での受験』（以下受験）をしなかった者及び受験したが全科目について合

格点を得られなかった者は、必ず 1 回の試験期において全科目について科目

予約・申請・受験をして下さい。その際、全科目について受験をしなかった

場合は、科目合格の扱いはで きませんので不合格となります。 

(ｲ) 受験者は 、CBT 事業者の運用に従って試験開始までに受付等の必要な手

続きを行ってください。 

(ｳ) 途中退室及び試験時間内での試験終了する場合等については、CBT 事業者

の運用に従ってください。CBT 化しない資格（科目）試験は、CBT 事業者と同

様の取り扱いとします。 

(ｴ) 次の行為は、退場又は処分されることがあります。 

(a)  会場監督官及び航空従事者試験官の指示に従わないとき。 

(b)  不正行為があると認められたとき。 

(ｵ) 試験当日の持ち物、筆記用具等については当局及び CBT 事業者の HP 等で

確認してください。 
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４．学科試験の合否の判定 

  70 パーセント以上正解したものを合格とする。 

５．学科試験の結果の通知 

  地方航空局は､｢学科試験結果通知書」を作成し、合格、一部合格又は不合格 の

試験結果を受験者に通知する。 

６．やむを得ない場合における合格通知日の取扱い 

  学科試験の結果が合格であるものについて、天災地変その他やむを得ない理由

により学科試験の合格の通知があった日から２年以内に実地試験を受けることが

できない場合であって、その影響の大きさ等を勘案して安全政策課長が必 要と

認めるときは、合格通知日を当該通知日の翌日から起算して六月を超えな い範

囲内で読み替えの措置を行うことができる。 
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飛－飛行機、回－回転翼航空機、滑－滑空機、船－飛行船

資　　格

定期運送用操縦士 空中航法 航空法規 航空気象 航空通信
（飛回船） 40分 40分 40分 40分

准定期運送用操縦士 空中航法 航空法規 航空気象 航空通信
（飛） 40分 40分 40分 40分

事業用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規 空中航法
（飛回船） 40分 40分 40分 40分

事業用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規 空中航法
（滑）動力 40分 40分 40分 40分

事業用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規
（滑）上級 40分 40分 40分

自家用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規 空中航法
（飛回船） 40分 40分 40分 40分

自家用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規 空中航法
（滑）動力 40分 40分 40分 40分

自家用操縦士 航空気象 航空工学 航空法規
（滑）上級 40分 40分 40分

航空通信士 航空気象 構造 航空法規 空中航法
40分 20分 40分 40分

一等航空士 空中航法 航空法規 航空気象 航空通信
二等航空士 40分 40分 40分 40分

航空機関士 空力 機体 航空法規 電子装備品等
40分 40分 40分 40分

航空通信 空中航法 航空気象
40分 40分 40分

一等航空整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（飛回） 40分 80分 80分

二等航空整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（飛回船） 40分 60分 60分

二等航空整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（滑）動力 40分 60分 60分

二等航空整備士 航空法規等 機体
（滑）上級 40分 60分

一等航空運航整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（飛回） 40分 60分 50分

二等航空運航整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（飛回船） 40分 60分 50分

二等航空運航整備士 航空法規等 機体 (タ)(ピ)発動機
（滑）動力 40分 60分 50分

二等航空運航整備士 航空法規等 機体
（滑）上級 40分 60分

航空工場整備士 航空法規等 航空工学 専門
40分 60分 70分

航空英語能力証明

計器飛行証明

操縦教育証明

運航管理者 空中航法 航空法規 航空気象 航空通信
40分 40分 40分 40分

施設
20分

航空英語の聞き取り
40分

計器飛行一般
40分

操縦教育一般
80分

航空工学
40分

空中操作

電子装備品等
80分

電子装備品等
60分

40分

航空通信
40分

40分

40分

空中航法
40分

航空通信
40分

構造
40分

発動機
40分

航空通信

航空工学
40分

航空通信
40分

航空通信
40分

空中航法

40分

航空従事者学科試験科目及び試験時間

国土交通省航空局安全政策課

令和5年11月期より適用

試　験　科　目　及　び　時　間

航空工学

















 

 

 

 

 


